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公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
害
防
止
対
策
事
業
」
と
は
、
国
又
は
地
方
公
共

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
害
防
止
対
策
事
業
」
と
は
、
国
又
は
地
方
公
共

団
体
が
公
害
防
止
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
事
業
そ
の
他
公
害
の
防
止
の

団
体
が
公
害
防
止
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
事
業
そ
の
他
公
害
の
防
止
の

た
め
の
事
業
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

た
め
の
事
業
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規

一

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
下
水
道
の
設
置
又
は
改
築
の
事
業
で
次
に
掲
げ
る
も
の

定
す
る
下
水
道
の
設
置
又
は
改
築
の
事
業
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

下
水
道
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
で
特
定
の
事
業

イ

下
水
道
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
で
特
定
の
事
業

者
の
事
業
活
動
に
主
と
し
て
利
用
さ
れ
る
も
の
の
設
置
又
は
改
築
の
事

者
の
事
業
活
動
に
主
と
し
て
利
用
さ
れ
る
も
の
の
設
置
又
は
改
築
の
事

業

業

ロ

下
水
道
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
都
市
下
水
路
の
設
置
又
は
改

ロ

下
水
道
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
都
市
下
水
路
の
設
置
又
は
改

築
の
事
業
（
汚
泥

そ
の
他
公
害
の
原
因
と
な
る
物
質
の
堆
積

を
排

築
の
事
業
（
汚
で
い
そ
の
他
公
害
の
原
因
と
な
る
物
質
の
た
い
積
を
排

除
す
る
目
的
を
併
せ
有
し
て

実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

除
す
る
目
的
を
あ
わ
せ
有
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

下
水
道
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場
の
設
置
又
は
改

ハ

下
水
道
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場
の
設
置
又
は
改

築
の
事
業
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

築
の
事
業
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

工
場
又
は
事
業
場
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
又
は
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
確
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実
で
あ
る
地
域
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
緑
地
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
の
設
置
の
事
業

三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
設
置
の

事
業

四

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校(

小
学
校
、
中
学
校(

中
等
教
育
学
校
の
前
期

課
程
を
含
む
。)

又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
を
い
う

。)

の
移
転
又
は
施
設
整
備
の
事
業
で
、
公
害
に
よ
る
被
害
を
防
止
し
、
又

は
軽
減
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
る
も
の

二

汚
泥

そ
の
他
公
害
の
原
因
と
な
る
物
質
が
堆
積

し
、
又
は
水
質
が

五

汚
で
い
そ
の
他
公
害
の
原
因
と
な
る
物
質
が
た
い
積
し
、
又
は
水
質
が

汚
濁
し
て
い
る
河
川
、
湖
沼
、
港
湾
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
さ
れ
る
水

汚
濁
し
て
い
る
河
川
、
湖
沼
、
港
湾
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
さ
れ
る
水

域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
し
ゆ
ん
せ
つ
事
業
、
導
水
事
業
そ
の
他
政
令
で

域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
し
ゆ
ん
せ
つ
事
業
、
導
水
事
業
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
事
業

定
め
る
事
業

三

公
害
の
原
因
と
な
る
物
質
に
よ
り
被
害
が
生
じ
て
い
る
農
用
地
又
は
農

六

公
害
の
原
因
と
な
る
物
質
に
よ
り
被
害
が
生
じ
て
い
る
農
用
地
又
は
農

業
用
施
設
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る
客
土
事
業
、
施
設
改
築
事
業
そ
の
他
政

業
用
施
設
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る
客
土
事
業
、
施
設
改
築
事
業
そ
の
他
政

令
で
定
め
る
土
地
改
良
事
業

令
で
定
め
る
土
地
改
良
事
業

四

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一

七

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い

年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
土
壌
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
実

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
土
壌
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
実

施
さ
れ
る
客
土
事
業
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
る
汚

施
さ
れ
る
客
土
事
業
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
る
汚

染
の
防
止
又
は
そ
の
除
去
等
の
事
業

染
の
防
止
又
は
そ
の
除
去
等
の
事
業

八

公
害
の
状
況
を
把
握
し
、
及
び
公
害
の
防
止
の
た
め
の
規
制
の
措
置
を

適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
監
視
、
測
定
、
試
験
又
は
検
査
に
係
る
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施
設
及
び
設
備
の
整
備
の
事
業

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
事
業

（
公
害
防
止
対
策
事
業
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
等
）

（
公
害
防
止
対
策
事
業
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
規
定
は
、
公
害
防
止
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
に
お
い

４

第
一
項
の
規
定
は
、
公
害
防
止
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
に
お
い

て
実
施
さ
れ
る
公
害
防
止
対
策
事
業
で

前
条
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

て
実
施
さ
れ
る
公
害
防
止
対
策
事
業
で
第
二
条
第
三
項
第
五
号
か
ら
第
八
号

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
総
務
大
臣
が
主
務
大
臣
及
び
環
境
大
臣
と
協

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
総
務
大
臣
が
主
務
大
臣
及
び
環
境
大
臣
と
協

議
し
て
指
定
す
る
も
の
に
係
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
に
つ
い

議
し
て
指
定
す
る
も
の
に
係
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
に
つ
い

て
も
、
適
用
す
る
。

て
も
、
適
用
す
る
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
等
）

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う

２

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う

。
た
だ
し
、
公
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
公
害
防
止
対
策
事
業
及
び
第
三
条
第

。
た
だ
し
、
公
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
公
害
防
止
対
策
事
業
及
び
第
三
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
公
害
防
止
対
策
事
業
に
係
る
経

四
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
公
害
防
止
対
策
事
業
に
係
る
経

費
の
う
ち
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
予
算
に
係
る
も
の
で
平
成
三
十
三
年
度

費
の
う
ち
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
予
算
に
係
る
も
の
で
平
成
二
十
三
年

以
降
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
法
律
の
規
定
、
公
害
防
止
対

度
以
降
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律

策
事
業
で
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
並
び
に
公
害
防
止
計
画
に
基

づ
い
て
実
施
さ
れ
る
下
水
道
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
及

び
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
（
同
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
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る
。
）
の
設
置
及
び
改
築
の
事
業
に
つ
い
て
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る

た
め
起
こ
し
た
地
方
債
で
あ
つ
て
平
成
三
十
二
年
度
以
前
の
年
度
に
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
第
五
条
の
規
定
は
、
同
日

の
規
定
は
、
同

後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

日
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

事
業
の
区
分

国
の
負
担
割
合

事
業
の
区
分

国
の
負
担
割
合

第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
下
水
道
の
設
二
分
の
一

第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
下
水
道
の
設
二
分
の
一

置
又
は
改
築
の
事
業

置
又
は
改
築
の
事
業

（
削
除
）

（
削
除
）

第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
緑
地
そ
の
他
二
分
の
一

こ
れ
に
類
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
の

設
置
の
事
業

（
削
除
）

（
削
除
）

第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
物
の
処
一

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

理
施
設
の
設
置
の
事
業

で
に
定
め
ら
れ
た
公
害
防
止
計
画

に
基
づ
く
事
業

二
分
の
一

二

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に

定
め
ら
れ
た
公
害
防
止
計
画
に
基

づ
く
事
業

二
分
の
一
以
内
で
政

令
で
定
め
る
割
合
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（
削
除
）

（
削
除
）

第
二
条
第
三
項
第
四
号
の
公
立
の
義
務
二
分
の
一
以
上
十
分
の
五
・
五
以
内

教
育
諸
学
校
の
移
転
又
は
施
設
整
備
の
の
範
囲
で
政
令
で
定
め
る
割
合

事
業

第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
し
ゆ
ん
せ
つ
二
分
の
一

第
二
条
第
三
項
第
五
号
の
し
ゆ
ん
せ
つ
二
分
の
一

事
業
、
導
水
事
業
そ
の
他
政
令
で
定
め

事
業
、
導
水
事
業
そ
の
他
政
令
で
定
め

る
事
業

る
事
業

第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
客
土
事
業
、
二
分
の
一
以
上
十
分
の
五
・
五
以
内

第
二
条
第
三
項
第
六
号
の
客
土
事
業
、
二
分
の
一
以
上
十
分
の
五
・
五
以
内

施
設
改
築
事
業
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
の
範
囲
で
政
令
で
定
め
る
割
合

施
設
改
築
事
業
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
の
範
囲
で
政
令
で
定
め
る
割
合

土
地
改
良
事
業

土
地
改
良
事
業

第
二
条
第
三
項
第
四
号
の
客
土
事
業
そ
二
分
の
一
以
上
十
分
の
五
・
五
以
内

第
二
条
第
三
項
第
七
号
の
客
土
事
業
そ
二
分
の
一
以
上
十
分
の
五
・
五
以
内

の
他
政
令
で
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
範
囲
で
政
令
で
定
め
る
割
合

の
他
政
令
で
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
範
囲
で
政
令
で
定
め
る
割
合

に
よ
る
汚
染
の
防
止
又
は
そ
の
除
去
等

に
よ
る
汚
染
の
防
止
又
は
そ
の
除
去
等

の
事
業

の
事
業

（
削
除
）

（
削
除
）

第
二
条
第
三
項
第
八
号
の
監
視
、
測
定
二
分
の
一

、
試
験
又
は
検
査
に
係
る
施
設
及
び
設

備
の
整
備
の
事
業

（
削
除
）

（
削
除
）

第
二
条
第
三
項
第
九
号
の
政
令
で
定
め
政
令
で
定
め
る
割
合
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る
事
業
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○
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
設
置
計
画
の
作
成
等
）

（
設
置
計
画
の
作
成
等
）

第
三
十
三
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は

第
三
十
三
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る

国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
号

）
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
地
域
以
外
の
地
域

、
特
別
防
災
区
域
に
お
け
る
災
害
が
そ
の
周
辺
の
地
域
に
及
ぶ
こ

に
お
い
て
、
特
別
防
災
区
域
に
お
け
る
災
害
が
そ
の
周
辺
の
地
域
に
及
ぶ
こ

と
を
防
止
す
る
た
め
の
緩
衝
地
帯
と
し
て
緑
地
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
政
令

と
を
防
止
す
る
た
め
の
緩
衝
地
帯
と
し
て
緑
地
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
政
令

で
定
め
る
施
設
（
以
下
「
緑
地
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と

で
定
め
る
施
設
（
以
下
「
緑
地
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
（
港
湾

き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
（
港
湾

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
港
務
局
の
委

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
港
務
局
の
委

員
長
を
含
む
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
緑
地
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
を
作

員
長
を
含
む
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
緑
地
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
を
作

成
す
る
も
の
と
す
る
。

成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
緑
地
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
よ
う
と

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
緑
地
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
主
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
主
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


